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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年７月５日 １０時３０分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市御前埼南南西方沖 

 御前埼灯台から真方位１９７°１２.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２３.４′ 東経１３８°０９.０′） 

事故の概要  漁船正漁
せいりょう

丸は、北北東進中、また、プレジャーボートつかさ丸

は、漂泊中、両船が衝突した。 

 正漁丸は、プロペラシャフト及びプロペラ翼に曲損等を生じ、ま

た、つかさ丸は、船首部の脱落が生じた。 

事故調査の経過  令和５年７月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 正漁丸、７.３トン 

   ＳＯ２－４５３３（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９６ｍ（Lr）×３.１５ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４５０kＷ（動力漁船登録票による）、 

平成３年４月１２日 

   （写真１ 参照） 
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写真１ Ａ船の外観 

 

Ｂ プレジャーボート つかさ丸、５トン未満 

   ２４２－２０２４７静岡、個人所有 

   ７.０３ｍ（Lr）×２.３９ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１０２.９７kＷ、平成７年６月 

   （写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の外観 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和６０年６月１３日 

免許証交付日 令和元年１２月４日 
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（令和７年６月１２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１６年１０月１９日 

免許証交付日 平成３１年２月１５日 

（令和６年１０月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ プロペラシャフト及びプロペラ翼に曲損、船首部船底に擦過傷等 

Ｂ 船首部の脱落 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 南、波高 約１ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、一本釣り漁の目的で、

令和５年７月４日２２時３０分ごろ静岡県御前崎港を出港し、５日 

０１時３０分ごろ御前埼南西方沖の漁場に至り、周辺状況を確認し、

０４時００分ごろ漁を始め、０９時００分ごろ漁を終え、０９時 

１０分ごろ帰航を始めた。 

 Ａ船は、操舵室前面のガラス窓の左右にそれぞれ旋回窓を設置して

おり、旋回窓のガラスの見通しは良かったものの、その他のガラスは

曇っており、操舵室前面の計器類の周りに荷物が置いてあったことも

あり、旋回窓から見る前方以外の見通しは良好ではなかった。（写真

３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船の操舵室からの見通し状況 

 

 Ａ船は、操舵室前面中央に舵輪があり、舵輪前方にＧＰＳプロッ 

ターを、その右舷側にレーダーを設置しており、レーダーを３Ｍレン

ジのヘッドアップ表示とし、船長Ａが左舷側の椅子に、甲板員が右舷

側の椅子にそれぞれ腰を掛け、約１５ノット（kn）の対地速力で、自

動操舵によって北北東進した。 

 船長Ａは、御前埼南南西方沖に至り、レーダー画面に顕著な映像が

映っておらず、また、陸岸から離れており、釣りをしている小型の船

舶はいないと思い、時々旋回窓から前方を見渡し、甲板員と会話をし
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ながら航行を続けていたところ、Ｂ船に気付かず、１０時３０分ご

ろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、０５時３０分ごろ御前崎港のマリーナ

を出発し、御前埼南南西方沖の釣り場に到着して釣りを行ったもの

の、釣果が得られなかったので釣り場を移動した。 

 Ｂ船は、０８時３０分ごろ、機関を中立運転とし、直径約１０mmの

ロープをつないだ直径約４ｍのパラシュート型シーアンカーを海に投

じ、船首のクリートに同ロープを取り、船首を南南東方に向けて漂泊

を始め、船尾甲板にある倉口蓋に、船長Ｂが左舷側を向き、同乗者が

右舷側を向いてそれぞれ腰を掛け、釣りを始めた。 

 船長Ｂは、他船が接近したとしても、漂泊しているＢ船を避けてく

れると思い、漂泊を続け、いつしか釣りに夢中になり、Ａ船が接近し

ていることに気付かなかった。 

船長Ｂは、同乗者からＡ船が接近していることを聞き、立ち上がっ

て右舷方を見て、Ａ船が至近まで接近していることを知り、呼子笛を

操舵室に備えていたものの、呼子笛を取りに行く時間はないと考え、

手を振って声を上げたが、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 Ｂ船は、Ａ船が船首甲板に乗り上げたのち、Ａ船のプロペラがＢ船

のアンカーロープを巻き込み、Ａ船に引っ張られて船首部が脱落し

た。 

 Ｂ船は、Ａ船に船尾からえい
．．

航され、船長ＢがＢ船の排水作業を行

いながら、また、同乗者がＢ船の沈没に備えて連絡を受けて来援した

Ａ船の僚船に移乗し、それぞれ御前崎港に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ｂ船は、船尾にスパンカー*1を装備していたが、本事故当時、パラ

シュート型シーアンカーを投じていたのでスパンカーを展張しておら

ず、また、旗やレーダー反射板等を掲げていなかった。 

 船長Ａは、５０年以上の船員歴を有し、船長としての経験も４０年

以上あり、本事故当時の健康状態は良好であった。 

 船長Ｂは、平成１６年にＢ船を購入し、年に十数回程度釣りに出て

おり、本事故当時の健康状態は良好であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、御前埼南南西方沖を北北東進中、船長Ａが、レーダー画面

 
*1 「スパンカー」とは、主に釣りを行う小型船舶の船尾に装備される三角帆のことで、展張すると、常に船首を風

上に向ける効果がある。一般に、船高より高く展張されることが多いので、副次的に他船からの自船の認知に役立

つことがある。 
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に顕著な映像が映っておらず、また、陸岸から離れており、釣りをし

ている小型の船舶はいないと思い、時々旋回窓から前方を見渡し、甲

板員と会話をしながら航行を続けたことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、約１ｍの波浪がある状況下、Ａ船の旋回窓のガラス越し

の見通しは良かったものの、その他のガラスは曇り、操舵室前面の計

器類の周りに荷物が置いてあり、旋回窓から見る前方以外の見通しは

良好ではなかったことから、旋回窓から見える狭い視界にＢ船が入ら

ず、Ｂ船に気付かなかった可能性があると考えられる。 

船長Ａは、約１ｍの波浪がある状況下、レーダーを３Ｍレンジ表示

として使用していたことから、Ｂ船の映像が映ったとしても、レー 

ダー画面上のＢ船の映像が小さく、Ｂ船に気付かなかった可能性があ

ると考えられる。 

 Ｂ船は、御前埼南南西方沖で漂泊中、船長Ｂが、他船が接近したと

しても、漂泊しているＢ船を避けてくれると思い、漂泊を続けたこと

から、同乗者からＡ船が接近していることを聞き、Ａ船が至近まで接

近していることを知ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、釣りに夢中になっていたことから、接近するＡ船に気付

かなかったものと考えられる。 

船長Ｂは、呼子笛を操舵室に備えていたものの、呼子笛を取りに行

く時間がなかったことから、呼子笛を使用せず、手を振って声を上げ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、御前埼南南西方沖において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が

漂泊中、船長Ａが、レーダー画面に顕著な映像が映っておらず、陸岸

から離れており、釣りをしている小型の船舶はいないと思い、時々旋

回窓から前方を見渡し、甲板員と会話をしながら航行を続け、また、

船長Ｂが、他船が接近したとしても、漂泊しているＢ船を避けてくれ

ると思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、陸岸から離れている海域を航行する場合、陸

岸からの距離に関係なく、常に周囲に船舶がいると考えて見張り

を行い、レーダー等の航海計器を適切に調整し、見張りの補助と

すること。 

・小型船舶の船長は、常に操舵室のガラス面を洗浄し、ガラス面付

近に荷物等を置いたりせず、見張りの環境を良くすること。 

・小型船舶の船長は、シーアンカー等を使用して漂泊する場合、自

船が航行中の船舶と見なされることを理解し、全周の見張りを適

切に行い、他船が接近する際には、早期に注意喚起を行い、必要

に応じて機関を使用するなど、衝突を避けるための措置を採るこ
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と。 

・小型船舶の船長は、有効な音響による信号を行えるものとして、

呼子笛を備える場合は、すぐに使用できるよう、身に付けるか、

そばに置いておくこと。 

・高さの低い小型船舶は、他船の操縦者から発見されにくいので、

他船に発見されやすいよう、大きな旗や、レーダー反射板等を掲

揚することが望ましい。 

・小型船舶は、他船を容易に発見できるよう、また、他船から容易

に発見されるよう、簡易型ＡＩＳを設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ船 

Ｂ船 

御前崎港 

静岡県 

御前崎市 

静岡県 

※船長Ａの口述による

Ａ船の航行経路 

御前埼灯台 

事故発生場所 

（令和５年７月５日 

 １０時３０分ごろ発生） 


